物品売買契約書
1． 件    名　　

2． 規    格　　

3． 数    量　　

4． 契約金額      金         　　　　　　　　　　　　　    円  
                うち取引に係る消費税

                及び地方消費税の額        　　　　　　　　　   円  

5． 物品納入期限 　 　　年　　月　　日

6． 物品納入場所　　

7． 契約保証金　　
買受人（以下「甲」という。）及び売渡人（以下「乙」という。）は、上記の事項について、次の条項により売買契約を締結する。

   この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を所持するものとする。

  　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　買受人    住　所　茨城県鉾田市鉾田１４４４番地１

                              氏　名　茨城県鉾田市長  　井川　茂樹　　印
売渡人    住  所　

氏  名　

（納入の通知）

第１条  乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。

（検  査）

第２条  甲は、物品を納入した旨の通知を乙より受けたときは、その通知の到達の日から10日以内に、乙の立会いのうえ検査を行い、検査に合格した物品についてその引渡しを受けるものとする。

２  乙は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき異議を申し立てることができないものとする。

３  乙は、検査の結果不合格となった物品は直ちに引取り、遅滞なく代替物品を納入するものとする。この場合においては、前条及び前二項の規定を準用する。

４  第1項の検査に要する費用は、乙の負担とする。

（納入遅延に対する損害賠償）

第３条  乙は、自己の責めに帰すべき事由により、納入期限までに物品を納入できない場合は、納入期限の翌日から納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額又は未履行部分の金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき定められた率に相当する額を、履行遅滞による損害賠償金として甲に支払うものとする。

２  前項の場合、検査に要した日数は遅延日数に算入しない。ただし、再度不合格となった場合は、この限りではない。

３  前2項は、第2条第3項による代替物品を、納入期限後に引渡す場合に準用する。

（危険負担）

第４条  第2条第1項（同条第3項において準用する場合を含む。）の引渡し前に生じた目的物の滅失、損傷その他の損害については、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。

（担保責任）

第５条  乙は、納入物品の引渡後1年間は、その隠れたる瑕疵について、無償にて補修又は交換の責めを負うものとする。

（代金の支払）

第６条  乙は、本契約に係る物品の引渡後、甲に適法な支払請求書を提出し、甲は当該請求書を受理した日から30日以内に契約金の支払をするものとする。

２  甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の支払期限までに契約金額を支払わないときは、乙は未受領金額につき支払期限の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

（契約の解除）

第７条  甲は、乙が次の各号の一つに該当するときには、相当の期間を定めて履行の催告をなし、もし、その期間内に履行なきときは、この契約の全部または一部を解除することができる。ただし、乙が甲に対して著しい信頼関係の破壊の行為をなしたときは、この催告をなさずに契約を解除することができる。

（1） 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限内に契約の本旨に従った履行をしないとき、又は履行期限内の履行の見込みがないと認められるとき

（2） 乙から契約解除の申出があったとき

（3） 乙が契約の締結又は履行について、不正の行為をなしたと認められるとき

（4） その他乙がこの契約に違反したとき

２  前項の規定により契約を解除したときは、甲は、契約金額から消費税を除いた額又は消費税を除く未履行部分の金額の100分の10に相当する額を、違約金として乙から徴収することができる。

３  甲は、第1項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、既に有効に履行された部分があるときは、甲は、乙に対し遅滞なくその代金を支払うものとする。

４  甲の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約を解除したとき、乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償するものとする。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第８条  乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲渡し、又は担保に供さないものとする。ただし、甲の承諾がある場合については、この限りではない。

２  乙は、第三者に債務の履行を行わせないものとする。ただし、甲の承諾がある場合については、この限りではない。

（不可抗力）

第９条  乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、契約の履行期限内に物品を納入することが困難になったときは、遅滞なく契約履行延期申請書を甲に提出するものとする。

２  前項の場合、甲は納入期限を延長することができる。ただし、著しい履行延期となる場合は、甲は既に有効に履行された部分の代金を乙に支払い、この契約を解除することができる。この場合、第７条第２項及び第４項の規定は適用しない。

（端数処理）

第１０条  この契約における損害賠償金、違約金及び遅延利息の算出において、その額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

（疑義の解決）

第１１条　この契約に定める事項に疑義が生じた場合または、この契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。

